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「酷暑乗り切り緊急支援（電気・ガス価格激変緩和対策等事業）（以下、「本事業」といいます。）

に係るその他の供給条件は、本事業によるガス料金の軽減措置を実施するために、料金その他の

供給条件（以下、「この供給条件」といいます。）を定めたものです。 

 

１．対象

  原則、北陸ガス株式会社とガス需給契約を締結しているすべてのお客さまが対象となります。

ただし、都市ガスの年間契約量が１，０００万立方メートル以上のお客さま及び発電事業者は

対象外となります。 

 

２．適用時期及び値引き単価 

（１）２０２４年９月検針分（８月検針日の翌日から９月検針日まで）、２０２４年１０月検針分

（９月検針日の翌日から１０月検針日まで）の値引き単価：１７．５円／立方メートル 

 

（２）２０２４年１１月検針分（１０月検針日の翌日から１１月検針日まで）の値引き単価：   

１０円／立方メートル 

 

３．値引き方法 

（１）一般ガス供給約款等すべての約款に定める、単位料金の調整及び別表に基づき算定した調

整単位料金から、２．値引き単価を値引きいたします。 

（２）「カラッと割」等の割引プランが適用されている場合は、一般ガス供給約款等すべての約款

に定める、単位料金の調整及び別表に基づき算定した調整単位料金から、２．値引き単価を

値引きした後に、割引率を乗じて割引額を算定します。 

 

【割引前料金】  主契約の基本料金＋主契約の従量料金（２．値引き単価を反映した原料費

調整単価）×ご使用量（小数点以下切捨て） 

【割 引 額】 割引前料金 × 割引率（小数点以下切上げ） 

【割引後料金】 割引前料金 － 割引額 
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付  則 

１．この供給条件の実施期日 

この供給条件は、２０２４年７月３０日から実施いたします。なお、経済産業省の「酷暑乗

り切り緊急支援（電気・ガス価格激変緩和対策等事業）」の変更、終了等に伴い改廃いたします。 

 

２．変更履歴 

変更日 変更箇所 変更内容 

２０２４年９月２５日 この供給条件の名称 「ガス料金における」を追記 

 


